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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント装置で、ビデオ・コンテンツの時間長に対応する複数のチャンクに分割さ
れたビデオ・コンテンツを受信するストリーミング方法であって、該複数のチャンクは少
なくとも第１および第２のフォーマットに符号化され、該第２のフォーマットが該第１の
フォーマットよりも良好なビデオのレンダリング品質レベルに対応し、チャンクがチャン
ク受信期間に受信され、当該方法は、該クライアント装置において、
　第１のチャンクをサーバから受信すると、該第１のチャンクの符号化されたビデオ・コ
ンテンツをレンダリングし、該第１のチャンクをメモリに記憶することと、
　次のチャンク受信期間に前記クライアント装置と前記サーバとの間の利用可能な帯域幅
を推定することと、
　前記利用可能な帯域幅に従って前記次のチャンク受信期間に第２のチャンクを受信でき
るように、前記少なくとも第１または第２のフォーマットのうちのいずれか一方に符号化
された該第２のチャンクを送信するように前記サーバにリクエストすることと、
　前記記憶された第１のチャンクが前記第１のフォーマットで符号化されている場合であ
って、前記次のチャンク受信期間に更なる帯域幅が利用可能であるときは、該第１のチャ
ンクの一部分が前記次のチャンク受信期間に受信できるように、前記利用可能な更なる帯
域幅に従って前記第２のフォーマットで符号化された該第１のチャンクの一部分を送信す
るように前記サーバにリクエストすることと、
を含む、前記ストリーミング方法。
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【請求項２】
　前記第１のチャンクの一部分をリクエストすることは、前記第１のチャンクが動きの激
しいシーケンスに対応するビデオ・コンテンツを含む場合に行われる、請求項１に記載の
ストリーミング方法。
【請求項３】
　前記第１のフォーマットで符号化された前記第１のチャンクは、前記クライアント装置
と前記サーバ間との第１の接続を介して受信され、前記第２のフォーマットで符号化され
た前記第１のチャンクの一部分は、前記クライアント装置と前記サーバ間との第２の接続
を介して受信される、請求項１または２に記載のストリーミング方法。
【請求項４】
　前記第１の接続と前記第２の接続がＴＣＰ／ＩＰ接続である、請求項３に記載のストリ
ーミング方法。
【請求項５】
　クライアント装置で、ビデオ・コンテンツの時間長に対応する複数のチャンクに分割さ
れたビデオ・コンテンツを受信するストリーミング方法であって、前記複数のチャンクは
スケーラブルビデオ符号化（ＳＶＣ）技術に従って基本レイヤーと少なくとも１つの拡張
レイヤーに符号化され、チャンクがチャンク受信期間に受信され、当該方法は、該クライ
アント装置で、
　チャンクをサーバから受信すると、該チャンクの符号化されたビデオ・コンテンツをレ
ンダリングし、前記チャンクをメモリに記憶することと、
　次のチャンク受信期間に前記クライアント装置と前記サーバとの間で利用可能な帯域幅
を推定することと、
　前記次のチャンク受信期間に該チャンクを受信できるように、少なくとも１つのＳＶＣ
レイヤーを用いて符号化されたチャンクを送信するように前記サーバにリクエストするこ
とと、
　前記次のチャンク受信期間に帯域幅が利用可能である場合には、少なくとも１つの拡張
レイヤー無しで以前に受信されたチャンクの１つの拡張レイヤーの部分を送信するように
前記サーバにリクエストし、前記拡張レイヤーを前記メモリに記憶することと、
を含む、前記ストリーミング方法。
【請求項６】
　前記１つの拡張レイヤーの部分を送信するように前記サーバにリクエストすることは、
前記チャンクが動きの激しいシーケンスに対応するビデオ・コンテンツを含む場合に行わ
れる、請求項５に記載のストリーミング方法。
【請求項７】
　プログラムであって、コンピュータ上で当該プログラムが実行されたときに、請求項１
～６に従ったストリーミング方法を実行するプログラム・コード・インストラクションを
含む、前記プログラム。
【請求項８】
　ビデオ・コンテンツの時間長に対応する複数のチャンクに分割されたビデオ・コンテン
ツを受信するクライアント装置であって、該複数のチャンクは少なくとも第１および第２
のフォーマットに符号化され、該第２のフォーマットが該第１のフォーマットよりも良好
なビデオのレンダリング品質レベルに対応し、チャンクがチャンク受信期間と呼ばれる期
間に受信され、該クライアント装置は、サーバに接続するための通信インターフェースと
、メモリと、プロセッサとを備え、該プロセッサは、
　第１のチャンクをサーバから受信すると、該第１のチャンクの符号化されたビデオ・コ
ンテンツをレンダリングし、前記第１のチャンクをメモリに記憶し、
　次のチャンク受信期間に前記クライアント装置と前記サーバとの間で利用可能な帯域幅
を推定し、
　前記利用可能な帯域幅に従って前記次のチャンク受信期間に第２のチャンクを受信でき
るように、前記少なくとも第１または第２のフォーマットのうちのいずれか一方に符号化
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された該第２のチャンクを送信するように前記サーバにリクエストし、
　前記記憶された第１のチャンクが第１のフォーマットで符号化されている場合であって
、前記次のチャンク受信期間に更なる帯域幅が利用可能であるときは、該第１のチャンク
の一部分が前記次のチャンク受信期間に受信できるように、前記利用可能な帯域幅に従っ
て前記第２のフォーマットで符号化された該第１のチャンクの一部分を送信するように前
記サーバにリクエストする、
前記クライアント装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、適応型のビデオ・ストリーミングに関し、特に、適応型のビデ
オ・ストリーミング・コンテンツを回復する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この項は、読者に対し、様々な技術的な態様を紹介することを意図している。これらの
技術的な態様は、以下に説明する、さらに／または、以下の請求項に記載する本発明の様
々な態様に関連することがある。この説明が本発明の様々な態様をより良好に理解するた
めの背景情報を読者に提供するのに役立つと確信する。従って、各記載は、この点に鑑み
て読まれるべきものであり、先行技術を自認するものではないことを理解すべきである。
【０００３】
　メディア配信ストリーミングの解決法は、主に、ＩＥＴＦ　ＲＦＣ２３２６において規
定されているようなリアルタイム・ストリーミング・プロトコル（ＲＴＳＰ）、マイクロ
ソフト社のマイクロソフト・メディア・サーバ（ＭＭＳ）独自プロトコル、アドビ・シス
テムズ（社のリアルタイム・メッセージング・プロトコル（ＲＴＭＰ）独自プロトコルな
どのプロトコルに基づいている。より最近では、ＨＴＴＰプロトコルに基づく新しいスト
リーミング技術が出現している。適応型のストリーミング技術は、帯域幅の制約条件を満
たすために、ビデオ品質のアップグレードまたはダウングレードを連続的且つ巧みに行う
ことによって、利用可能な帯域幅に関する不規則なネットワーク挙動を補償する方法を提
供する。より正確には、ビデオ・ストリームは、それぞれが、例えば、３００ｋｂｐｓ、
６００ｋｂｐｓ、１２００ｋｂｐｓ、２０００ｋｂｐｓ、または３０００ｋｂｐｓなどの
ビットレートの制約条件に対応する幾つかの符号化されたビットストリームに符号化され
る。これらの各ストリームは、次に、複数のチャンクに分割される。チャンクは、例えば
、２秒の時間長を表し、各々のチャンクが参照フレームで開始し、所与のチャンクのフレ
ームが別のチャンクにおけるフレームを参照しないように、全てが良好に配列される。換
言すれば、ビデオ・ストリームは、チャンクと呼ばれる複数の短いセグメントに切り分け
られ、所望の配信フォーマットに符号化される。チャンクは、通常、２～４秒の長さであ
る。ビデオ・コーデック・レベルでは、これは、通常、各チャンクがビデオＧＯＰ（Ｇｒ
ｏｕｐ　ｏｆ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ）の境界で切り分けられ、過去または将来のチャンクお
よびＧＯＰに依存しないことを意味する。これにより、後で復号される各チャンクが他の
チャンクに依存しないようにすることができる。
【０００４】
　クライアント装置は、推定された帯域幅に関する特定のビットレートでチャンクを送信
するようにＨＴＴＰサーバに対してリクエストを行う。ここで、利用可能な帯域幅の測定
は、例えば、ＨＴＴＰリクエスト／レスポンスによって使用される往復の伝送時間を測定
することによって行うことができる。次に、ビデオ・ストリームは、チャンク毎にクライ
アントによるリクエストに基づいて配信される。このことは、図１に例示されており、低
ビットレートから高ビットレートまでの、４つのレベルのチャンク・ビットレートが示さ
れている。ビデオ・チャンクは、全て、固定された時間長に対応しており、多少大きなサ
イズを有する。大きなチャンクは、広い帯域幅を必要とし、良好なビデオ品質を提供する
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。チャンクの選択は、曲線に対応する推定された利用可能な帯域幅に依存する。勿論、実
施態様、環境、ネットワーク技術、およびクライアントのアプリケーションに依存して、
多少、余裕を持った戦略がとられることがある。余裕を持った戦略がとられる場合には、
クライアントは、特定の時間が経過してはじめて、より高いビットレートのチャンクをリ
クエストし、アップグレードの移行がスムーズに行われるようにする。より余裕を少なく
した戦略は、クライアントがより広い帯域幅が利用可能であることを検出するとすぐによ
り高いビットレートのチャンクをリクエストすることであろう。さらに、一般的には、ク
ライアントは、急速なダウングレードの移行を示唆する帯域幅の減少を検出するとすぐに
より低いビットレートのチャンクをリクエストする。
【０００５】
　このようなストリーミング技術の例は、ムーブネットワークス社の「Ｍｏｖｅ　Ａｄａ
ｐｔｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍ」、アップル社の「ＨＴＴＰ　Ｌｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ
」、および、マイクロソフト社の「ＩＩＳ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）Ｓｍｏｏｔｈ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ」である。これらのストリーミ
ングの解決法において、ＨＴＴＰプロトコルを使用する利点は、この解決法の、ＮＡＴお
よびファイヤー・ウォールをシームレスに越える機能である。これらのＨＴＴＰストリー
ミング技術は、帯域幅の制約条件を満たすために、ビデオ品質のアップグレードまたはダ
ウングレードを連続的且つ巧みに行うことによって、利用可能な帯域幅に関する不規則な
ネットワーク挙動を補償する方法を提供する。
【０００６】
　より詳細には、ムーブネットワークス社の国際公開第２００５／１０９２２４号公報は
、クライアント側でホストされるエージェント・コントローラ・モジュール（Ａｇｅｎｔ
　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｍｏｄｕｌｅ）におけるメカニズムについて記載している。エ
ージェント・コントローラ・モジュールは、ストリーミングの対象となるメディアが、各
々が低ビットレートから高いビットレートに符号化されるチャンクとも呼ばれる、複数の
ストリームレットに前もって構成済であることにより、変動するネットワークの帯域幅に
適応可能である。利用可能なネットワーク帯域幅および他の幾らかの追加的な情報に従っ
て、エージェント・コントローラ・モジュールに組み込まれる監視ツールは、最適なチャ
ンクがＴＣＰ／ＩＰ接続を介してストリーミングにより送信されるように、ＨＴＴＰプロ
トコルを使用してサーバに対してリクエストを行う。チャンクを基本単位として、エージ
ェント・コントローラ・モジュールに従って、品質をアップシフトまたはダウンシフトす
ることができる。
【０００７】
　マイクロソフト社のＡｌｅｘ　Ｚａｍｂｅｌｌｉ氏の２００９年３月の「IIＳスムーズ
・ストリーミングの技術概要」は、ＴＣＰ／ＩＰ接続を介したＨＴＴＰプロトコルに基づ
くIIＳスムーズ・ストリーミング技術について記載している。サーバによるストリーミン
グの対象となるメディアは、例えば１～１０秒の時間長を表す複数のチャンクに前もって
切り分けられている。次に、これらの各チャンクは、それぞれ異なるビットレートでＨ．
２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ規格に従って符号化され、ＭＰ４ファイル・フォーマット
のコンテナ内に格納される。ネットワークの帯域幅の変動に従ってビットレートを選択し
、サーバに対して対応するチャンクをシームレスにリクエストするメカニズムは、アプリ
ケーション・コード、Ｓｉｌｖｅｒｌｉｇｈｔアプリケーションを介して完全にクライア
ント側で実施される。ＨＴＴＰライブ・ストリーミングは、接続スピードの変化に応じて
複数の異なるデータレートのストリーム間での動的な切り換えをサポートする。
【０００８】
　アップル社は、２００９年１０月に「Ｈｔｔｐ　Ｌｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ｄｒ
ａｆｔ－Ｐａｎｔｏｓ－ｈｔｔｐ－ｌｉｖｅ－ｓｔｒｅａｍｉｎｇ－０２」と題されたＨ
ＴＴＰストリーミング方法の仕様書について、インターネット・ドラフトをＩＥＴＦに提
出している。ＨＴＴＰストリーミング・アーキテクチャは、サーバ、ウエブ・サーバまた
はウエブ・キャッシング（Ｗｅｂ　ｃａｃｈｉｎｇ）・システムを介した配布（ｄｉｓｔ
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ｒｉｂｕｔｉｏｎ）、さらに、クライアントの３つの柱に基づいている。ストリーミング
の対象となるメディアは、Ｈ．２６４で符号化されるビデオとＡＡＣで符号化されるオー
ディオである。サーバにおいて、このメディアは、ＭＰＥＧ－ＴＳコンテナにカプセル化
され、アップル・ストリーム・セグメンタ（Ａｐｐｌｅ　ｓｔｒｅａｍ　ｓｅｇｍｅｎｔ
ｅｒ）と称する特定のツールを用いて均等な時間長のチャンクに分割されている。このツ
ールは、“*.ts”ファイルおよびチャンクのプレイリストを構成するインデックス・ファ
イル“*.m3u8”として保存されるチャンクを生成する。次に、クライアントは、まず、Ｕ
ＲＬポインタにより、インデックス・ファイルを取得する。これに対し、インデックス・
ファイルは、利用可能なメディア・ファイル、暗号解読キー、さらに、利用可能である任
意の代替的なストリームの場所を特定する。選択されたストリームに対し、クライアント
は、順次、利用可能な各メディア・ファイルをダウンロードする。
【０００９】
　このような適応型のストリーミング技術を用いた場合には、ビデオ品質は不規則なもの
となる。チャンク毎にクライアントによって取得されるストリームは、複数の異なるビッ
トレートのチャンクが混合したものであるため、安定した品質を有するものではない。こ
のビデオは、後に再生するために、受信機に記憶することもできる。通常、このようなス
トリーミング・アプリケーションを使用する場合、チャンクは、ローカル・ストレージ設
備に記録されていることがあるため、ネットワークを介してストリームを再送する必要は
ない。しかしながら、一連の記憶されたチャンクは、ストリーミング・セッションの間に
発生したネットワークの各状態に対応しているため、ビデオ品質は安定したものとはなら
ない。
【００１０】
　この問題に対する解決法は、低品質のチャンクに対応するチャンクをサーバから再度取
得することであろう。これは、記録されたストリームが再生される前にグループ化された
ダウンロードとして行うことができる。しかしながら、この処理には、時間がかかること
がある。別の解決法は、記録されたストリームの再生の間に低品質のチャンクをオンザフ
ライで置き換えることである。しかしながら、より良好な品質のチャンクが必要となった
ときにこのようなより良好な品質のチャンクをクライアントが取得できるという保証もな
い。さらに、どちらの解決法でも、クライアントがサーバに接続されることが必要となる
。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明は、従来技術における低品質のチャンクに関わる懸念の少なくとも幾らかを払拭
しようとするものであり、機会があればチャンクの品質を向上させる方法を提供すること
である。
【００１２】
　この目的のため、本発明は、クライアント装置で、コンテンツの時間長に対応する複数
のチャンクに分割されたコンテンツを受信する適応型のストリーミング方法に関する。チ
ャンクは、サーバで、少なくとも第１および第２のフォーマットに符号化される。第２の
フォーマットのコンテンツのレンダリング品質のレベルは、第１のフォーマットのコンテ
ンツのレンダリング品質のレベルよりも良好であり、チャンク受信期間にチャンクが受信
される。
【００１３】
　本発明によれば、この方法は、次のチャンク受信期間にクライアントとサーバとの間で
利用可能な帯域幅を測定するステップと、次のチャンク受信期間にチャンクを受信できる
よう、或るフォーマットに符号化されたチャンクを送信するようにサーバにリクエストす
るステップと、次のチャンク受信期間に幾らかの帯域幅が利用可能である場合には、第２
のフォーマットで符号化されたチャンクの部分を送信するようにサーバにリクエストする
ステップであって、受信済のチャンクが第１のフォーマットで符号化されている、上記ス
テップと、を含む。
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【００１４】
　一実施形態によれば、この方法は、チャンクを受信するステップと、チャンクをレンダ
リング装置に送信するステップとを含む。
【００１５】
　一実施形態によれば、この方法は、チャンクをメモリに記憶するステップを含む。
【００１６】
　本発明の一実施形態によれば、この方法は、利用可能な帯域幅を複数の連続的なチャン
ク受信期間に使用して第２のフォーマットで符号化されたチャンクの全部分をリクエスト
するステップを含む。
【００１７】
　本発明の一実施形態によれば、この方法は、第２のフォーマットで符号化されたチャン
クの全部分が受信されると、メモリにおいて、第１のフォーマットで符号化されたチャン
クと第２のフォーマットで符号化されたチャンクとを入れ替えるステップを含む。
【００１８】
　本発明は、さらに、クライアント装置で、コンテンツの時間長に対応する複数のチャン
クに分割されたコンテンツを受信する適応型のストリーミング方法に関する。チャンクは
、サーバで、スケーラブルビデオ符号化（ＳＶＣ）技術で基本レイヤーと少なくとも１つ
の拡張レイヤーに符号化され、チャンク受信期間にチャンクが受信される。この目的のた
め、この方法は、クライアント装置で、次のチャンク受信期間にクライアントとサーバと
の間で利用可能な帯域幅を測定するステップと、少なくとも１つのＳＶＣレイヤーを用い
て符号化されたチャンクを送信するようにサーバにリクエストし、次のチャンク受信期間
にチャンクを受信できるようにするステップと、次のチャンク受信期間に幾らかの帯域幅
が利用可能である場合には、少なくとも１つの拡張レイヤー無しで前に受信されたチャン
クの上記少なくとも１つの拡張レイヤーを送信するようにサーバにリクエストするステッ
プと、を含む。
【００１９】
　本発明の一実施形態によれば、この方法は、チャンクを受信するステップと、チャンク
をレンダリング装置に送信するステップと、を含む。
【００２０】
　本発明の一実施形態によれば、この方法は、チャンクをメモリに記憶するステップを含
む。
【００２１】
　本発明の別の目的は、コンピュータ・プログラム・プロダクツであり、このコンピュー
タ・プログラム・プロダクツは、コンピュータ上でそのプログラムが実行されたときに、
本発明に従った方法の各ステップを実行するプログラム・コード・インストラクションを
含む。「コンピュータ・プログラム・プロダクツ」は、コンピュータ・プログラム・サポ
ートを意味し、これは、コンピュータ・メモリなどのプログラムを含む記憶スペースに存
在するものだけでなく、電気信号や光信号などの信号に存在するものも含むことがある。
【００２２】
　各特定の態様は、以下に開示する実施形態の範囲と一致したものである。これらの態様
の提示は、読者に対し、発明が採用することのある特定の形態を概略的に提供するための
ものに過ぎず、各態様は、本発明の範囲を制限するように意図されたものではないことを
理解すべきである。実際、本発明は、以下に記載しない様々な態様を含むことがある。
【００２３】
　本発明は、添付図面を参照して、以下の実施の形態および実施例により良好に理解され
、例示されるであろう。これらの実施の形態および実施例は、決して限定的なものではな
い。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】時間軸に沿ってチャンクの配信を例示する図である。
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【図２】実施形態に従ったシステムのブロック図である。
【図３】実施形態に従ったクライアント装置のブロック図である。
【図４】第１の実施形態に従ったチャンク配信を例示する図である。
【図５】第２の実施形態に従ったチャンク配信を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図３において、示されたブロックは、純粋に、機能的なものであり、これらは、必ずし
も物理的に別個のものに対応するものではない。即ち、これらは、ハードウエアの形態で
もよく、ソフトウエアの形態でもよく、１つまたは幾つかの集積回路において実施されて
いてもよい。
【００２６】
　本発明の各図面および記載は、本発明の明確な理解のために関連のある各要素を例示す
るように簡略化されており、分かりやすくする目的で、通常のディジタル・マルチメディ
ア・コンテンツ配信の方法およびシステムにおいて存在する多くの他の要素を削除してい
ることを理解すべきである。しかしながら、これらの各要素は、本技術分野においてよく
知られており、このような各要素についての詳細な説明は、本明細書において提供されて
いない。本発明の開示内容は、当業者にとって公知なこのような変形および改変の全てに
関する。
【００２７】
　以下、２つの実施形態について説明する。第１の実施形態では、コンテンツは、幾つか
のビットレートで符号化され、第２の実施形態では、コンテンツは、スケーラブルビデオ
符号化を用いて符号化される。各実施形態に従ったシステムは、図２に表されている。こ
のシステムは、インターネットを介して接続されたクライアント１およびサーバ３を含む
。ビデオ・ファイル・スプリッタ５は、圧縮されたビデオおよびオーディオを複数のチャ
ンクにする。さらに、クライアントは、プレイヤー４に接続される。サーバ側でチャンク
は、クライアントからのリクエストがあると、ＨＴＴＰプロトコルを使用して、ＴＣＰ／
ＩＰ接続を介してストリーミングにより送信される。クライアントは、以下に記載する方
法に従って、および、ネットワーク帯域幅の推定、特に、余裕のある帯域幅に基づいて、
チャンクをリクエストする。
【００２８】
　実施形態に従ったクライアントは、図３に例示されている。クライアントは、ネットワ
ークに対する第１のインタフェース１４、および通信手段１３を含み、この通信手段１３
は、ネットワーク上に存在するサーバと通信するプロトコル・スタックを含む。特に、ネ
ットワークは、インターネットであり、通信手段は、本技術分野において良く知られてい
るＴＣＰ／ＩＰスタックである。勿論、クライアントとサーバとの通信を可能にするどの
ような他のタイプのネットワークおよび／または通信手段でもよい。
【００２９】
　さらに、クライアントは、コンテンツを復号し、レンダリングするように構成されたビ
デオ・プレイヤーに接続するための第２のインタフェース１６を含む。勿論、第２のイン
タフェースは、複数のプレイヤーに接続できるようにするものであってもよい。第２のイ
ンタフェースは、１つ以上のプレイヤーに接続できるようにするためのネットワークに対
するインタフェースであってもよい。さらに、クライアントは、このクライアントに記憶
されたアプリケーションを処理するプロセッサ１１を含む。クライアントは、サーバから
受信されるチャンクを、チャンクがＳＶＣプレイヤーに送信される前にバッファリングす
るバッファ１２を含む。さらに、クライアントは、サーバから受信されたチャンクが送信
されるメモリ１７を含む。好ましくは、このメモリ１７は、不揮発性メモリである。
【００３０】
　さらに、クライアントは、クライアントで動作するアプリケーションを記憶するための
、図示しない不揮発性メモリを含む。チャンク・セレクタ１５は、以下に説明するような
、チャンク選択を実行するように構成されたアプリケーションである。クライアントは、
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ゲートウエイ装置において実施することができる。代替的には、クライアントは、埋め込
まれたＳＶＣプレイヤーを含む。その場合、セットトップ・ボックスなどの装置がクライ
アントとなることがある。
【００３１】
　代替的には、メモリは、クライアント装置に結合された記憶装置に存在することがある
。そこで、以下に説明する方法は、記憶装置がクライアントに結合されている場合にのみ
実行される。この方法は、結合されている記憶装置を検出すると自動的に実行されるよう
にすることができる。さらに、この方法は、エンド・ユーザからのリクエストにより実行
されてもよい。
【００３２】
　クライアント側でチャンクを受信する方法は、以下のように要約することができる。
・チャンク・セレクタは、以下に説明する方法に従ってチャンクを選択する。
・通信手段は、選択されたチャンクを受信するために、サーバに対してリクエストを送信
する。
・通信手段は、チャンクを受信する。
・チャンクは、バッファリングされる。
・チャンクは、ビデオ・プレイヤーに送信される。
【００３３】
　実施形態によれば、さらに、各チャンクがメモリ１７に送信される。これらの記憶され
たチャンクの品質を向上させるために、クライアントは、余っている利用可能な帯域幅を
使用して以下に示されたようなより高品質のチャンクをリクエストする。次に、より高品
質のチャンクは、メモリ１７に記憶される。
【００３４】
　第１の実施形態に従った方法は、図４に例示されている。チャンクの時間長は、チャン
クに関連付けられたビデオの時間長に対応する。クライアントは、チャンクの時間長の期
間ごとに特定のビットレートに対応するチャンクをリクエストする。クライアントは、チ
ャンクｃｈ１～ｃｈ１４を受信する。以下の説明において、チャンクの時間長は２秒に設
定されているものとする。余裕を持ったアプローチにおいては、クライアントは、特定の
時間が経過してはじめて、より高いビットレートのチャンクをリクエストし、スムーズな
アップグレードの移行が確実に行われるようにする。クライアントが次のチャンクのため
に利用可能な帯域幅を推定すると、余裕を持ったアプローチの後、クライアントは、チャ
ンクをリクエストするが、リクエストされるチャンクは、このリクエストを行う期間と同
じ期間内にアップグレードの対象となるチャンクの部分をリクエストするために十分な帯
域幅が残されるようなビットレートに対応するものである。
【００３５】
　図４は、図１に例示されたような、低ビットレートから高ビットレートの、４つのレベ
ルのチャンク・ビットレートを示している。説明を簡略化するために、同一のビットレー
トに対応するチャンクは、同一のサイズを有するようにしている。即ち、所与のビットレ
ートの全てのチャンクを同じ面積で表す。図４に例示されているように、クライアントは
、より多くの情報を同時にダウンロードする機会を提供するビットレートに関連付けられ
たチャンク番号３をリクエスト済である。クライアントは、利用可能な帯域幅を使用して
、１に設定されたインデックスを有するブロックを用いて例示された、当初、低ビットレ
ートのチャンクとして受信されたチャンク１の第１の中間ビットレートのバージョンの部
分をリクエストする。チャンク４をリクエストする場合も同じである。このとき、クライ
アントは、チャンク１の第１の中間ビットレートのバージョンの最後の部分を取得してい
る。さらに、チャンク６、７、８、および９もまた、次第にそれぞれの第１の完全な中間
ビットレートのバージョンに置き換えられる。勿論、対応するアップグレードされたチャ
ンクが完全に受信されている場合にのみ、チャンクが置き換えられる。
【００３６】
　代替的には、クライアントのホスト内にローカルにキャッシュされたビデオの総合品質
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をアップグレードするために他の方法が使用される。図４に示された例は、平均的な品質
の向上を提供する方法に対応し、この方法では、まず、最低のビットレートのチャンクを
アップグレードすることに優先度が置かれる。別の方法は、まず、例えば、動きの激しい
シーケンスを含むチャンクとして、特定のチャンクをアップグレードすることに優先度が
置かれることがある。ここで、緩やかな動きのシーケンスは、品質またはユーザ体験に対
して過度の影響を与えることなく、低ビットレートで配信することができる一方で、動き
の激しいシーケンスは、安定した品質のために、より高いビットレートを必要とする。
【００３７】
　第１の実施形態のシステムにおいては、ビデオ・ファイル・スプリッタは、複数の異な
るフォーマットでＨ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶＣ規格に従って符号化され、ＭＰ４フ
ァイル・フォーマットのコンテナ内部に記憶されるチャンクを生成する。各フォーマット
は、３００ｋｂｐｓ、６００ｋｂｐｓ、１０００ｋｂｐｓ、または、２０００ｋｂｐｓの
いずれかのビットレートに対応する。ビデオ・ファイル・スプリッタは、サポートされた
ビットレート毎に、ＭＰＥＧトランスポート・ストリームの一連のチャンクを生成するた
めにチャンクを多重化する。これらのチャンクの全ては、ＨＴＴＰサーバに記憶される。
サポートされたビットレート、チャンクの数、さらに、それぞれのチャンクのサイズのリ
ストを含む、マニフェスト・ファイルがクライアントに送信される。
【００３８】
　ここで、クライアントは、チャンク配信のリクエストを開始することができる。クライ
アントは、２秒毎に、１つのリクエストを送信する。この２秒は、ビデオ・チャンクの時
間長に対応する。実際には、クライアントは、帯域幅を推定し、推定された帯域幅から余
裕を持たせるための備えの分を差し引いた帯域幅に対応するチャンクをリクエストする。
従って、ＨＴＴＰサーバから受信したレスポンスは、チャンクのビットレートに直接リン
クされた特定の時間の後に、到着する。レスポンスが受信されると、クライアントは、次
のチャンクをリクエストするまでに残っている残存時間（ｔｉｍｅ　ｌｅｆｔ）を計算す
る。次に、クライアントは、アップグレードすることが望まれる、前のチャンクに関連付
けられた、リクエストできるバイトの数（ＢｙｔｅｓＭａｘＮｕｍ）を取得する。
【００３９】
　残存時間＝２秒―チャンクの往復の伝送時間
　ＢｙｔｅｓＭａｘＮｕｍ＝推定された帯域幅（／秒）＊残存時間（秒）
【００４０】
　次に、クライアントは、アップグレードの対象となるチャンクから特定のバイトの範囲
をダウンロードするために、他のＨＴＴＰリクエストを送信する。ＨＴＴＰリクエストの
フォーマットは、ファイルの特定のバイトの範囲の要求をサポートする。しかしながら、
これには、全てのＨＴＴＰリクエスト／レスポンス処理のシリアル化が必要となる。ＨＴ
ＴＰ処理が、推定されている処理よりも長い場合には、これにより、次のチャンクのリク
エストが遅延することがあるため、プレイヤーに対して与えられるデータが不足すること
が危惧される。
【００４１】
　代替的には、クライアントは、第２のＴＣＰ接続をセットアップする。チャンクをアッ
プグレードする処理に関連付けられたＨＴＴＰリクエストは、第２のＴＣＰ接続を介して
送信される。クライアントは、上述したものと同じ処理を行う。クライアントは、帯域幅
を推定し、推定された帯域幅から余裕を持たせるための備えの分を差し引いた帯域幅に対
応するチャンクをメインとなるＴＣＰ接続を介してリクエストする。余裕を持たされた推
定値に従って、クライアントは、アップグレードすることが望まれる、前のチャンクに関
連付けられたリクエストできるバイト数を計算する。
【００４２】
　ＢｙｔｅｓＭａｘＮｕｍ＝（推定された帯域幅－チャンク・ビットレート）＊２秒
【００４３】
　クライアントは、第２のＴＣＰ接続を介して、メインとなる接続と並列的に、アップグ
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レードの対象となるチャンクの部分に対応するバイトを求める幾つかの連鎖的なリクエス
トを行うことができる。
【００４４】
　クライアントは、メインの接続に依存することなく、第２のＴＣＰ接続をシャットダウ
ンすることができる。これは、帯域幅が減少した際にスムーズな再生を維持するためにメ
インの接続に優先度を置くことを望む場合に該当する。
【００４５】
　本発明の第２の実施形態においては、各チャンクは、Ｈ．２６４／ＭＰＥＧ－４　ＡＶ
Ｃ　付属文書Ｇで規定されるスケーラブルビデオ符号化（Ｓｃａｌａｂｌｅ　Ｖｉｄｅｏ
　Ｃｏｄｉｎｇ（ＳＶＣ））圧縮技術に従って符号化される。ＳＶＣは、３つの細かさの
レベル（程度）のパラメータとして、時間スケーラビリティ、空間スケーラビリティ、さ
らに、ＳＮ比（ＳＮＲ）スケーラビリティを規定する。ターゲットの多様性や帯域幅の負
荷などの基準に従って、ストリームの符号化は、必ずしも、全ての既存のタイプのスケー
ラビリティでの符号化を必要としない。これは、スケーラビリティの各タイプについて、
レイヤーの数を条件付けるものである。ＨＴＴＰストリーミングのために、ＳＶＣコンテ
ンツは、ファイルとして記憶される。ＳＶＣファイルは、ＭＰＥＧ－２トランスポート・
ストリームまたはＭＰ４ファイルでフォーマットされる。これらのフォーマットは、特に
、レンダリングのためのタイミング情報を管理できるようにする。
【００４６】
　ＭＰＥＧ２トランスポート・ストリームは、通常、追加的なデータ無しにＴＶチャンネ
ルを放送するために生成される。ＳＶＣビデオを用いたＴＶチャンネルの放送は、規格「
（情報技術－動画およびオーディオの汎用符号化：システム：ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ．２２２
．０｜　ＩＳＯ／ＩＥＣ　１３８１８－１でのスケーラブルなビデオのトランスポート、
修正３　２００９年３月」に規定されている。これは、通常のＴＶチャンネルＣ（１つの
エレメンタリ・ストリーム（ＥＳ）ＡＶＣおよび１つのＥＳオーディオ）のプログラム・
マップ・テーブル（ＰＭＴ）を、各拡張レイヤー「１」について、ＥＳを用いて規定する
。
【００４７】
　ＭＰ４ファイル・フォーマットのコンテナは、ＩＳＯ／ＩＥＣ　ＦＤＩＳ　１４４９６
－１４：２００３（Ｅ）において、「情報技術－オーディオ、ピクチャ、マルチメディア
およびハイパーメディア情報の符号化－パート１４：ＭＰ４ファイル・フォーマット」で
規定されている。ＭＰ４ファイル・フォーマットのコンテナは、ＩＳＯ／ＩＥＣ　１４４
９６－１５：２００４／ＦＤＡＭ　２：２００８（Ｅ）において、「情報技術－ＡＶオブ
ジェクト－パート１５：アドバンスド・ビデオ符号化ファイル・フォーマットＡＶＣ　ｆ
ｉｌｅ　ｆｏｒｍａｔ）、修正２：スケーラブルビデオ符号化のためのファイル・フォー
マット・サポート」で規定されているように、ＳＶＣコンテンツに適応している。例えば
、ＳＶＣファイル・フォーマットの説明は、Ｐ．　Ａｍｏｎ氏、Ｔ．　Ｒａｔｈｇｅｎ氏
、Ｄ．　Ｓｉｎｇｅｒ氏の文献「スケーラブルビデオ符号化のためのファイル・フォーマ
ット」　ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ　＆　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ　ｆｏｒ　ｖｉｄｅｏ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、ｖｏｌ．１７、２００７年９月」
に例示されている。
【００４８】
　第２の実施形態では、ＳＶＣ符号化されたビデオが複数のチャンクに分割される。チャ
ンクは、１つのＳＶＣサンプルを含むだけでなく、１つの連続したストリームのセグメン
ト、即ち、連続したピクチャを集めたものである。従って、チャンクは、以下、「チャン
ク・オフセット」と呼ぶ開始時間を有し、さらに、以下、「チャンクの時間長」と呼ぶ時
間長を有する。さらに、チャンクは、ＧＯＰ（ｇｒｏｕｐ　ｏｆ　ｐｉｃｔｕｒｅｓ）、
または、整数の数のＧＯＰに並べられている。通常、チャンク・サイズの範囲は、１～１
０秒の時間長である。これは、各チャンクがキー・フレームで開始することを意味する。
チャンクのコンテンツもまた、スケーラビリティのような種類の１つのレイヤーのみに対
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応する。全てのチャンク・ファイルは、同一のフォーマットを有する。各チャンクは、独
自のＵＲＩ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を有する。
【００４９】
　ストレージ・フォーマット（ＭＰＥＧ２－ＴＳやＭＰ４ファイル）に関わらず、ＳＶＣ
コンテンツをチャンク毎のファイルに分割してもよいし、サーバ上に現状のまま、記憶し
てもよい。前者の場合には、クライアントは、ＵＲＩをリクエストし、後者の場合には、
クライアントは、タイムコードおよび時間長、または、バイト・オフセット（ファイルの
最初からのオフセット）およびバイト範囲をリクエストする。利用可能なチャンクは、ス
トリーミング・サーバによって生成、提供されたプレイリストに列挙される。このプレイ
リストは、フォーマットのタイプ毎のものなど、他のプレイリストを参照することもでき
る。プレイリストには、コーデックまたは必要な帯域幅などのチャンクのコンテンツ、さ
らに、これらをリクエストする方法を記載する。プレイリスト・フォーマットは、「ＨＴ
ＴＰ　Ｌｉｖｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　ｄｒａｆｔ－ｐａｎｔｏｓ－　ｈｔｔｐ－ｌｉｖ
ｅ－ｓｔｒｅａｍｉｎｇ－０２」に記載されているものとすることができ、様々なＳＶＣ
レイヤーを記載するためにコーデック情報を用いて拡張される。
【００５０】
　第２の実施形態のシステムは、第１の実施形態のシステムと同様であるが、第２の実施
形態では、コンテンツは、複数の異なる品質のレベルに符号化されるのではなく、ＳＶＣ
レイヤーに符号化される。特に、ビデオ・ファイル・スプリッタは、４つの相補的なレイ
ヤー、即ち、１つの基本レイヤーおよび３つの拡張レイヤーを使用して、チャンクを作成
する。第１の実施形態においては、より高品質のチャンクがメモリに送信される。第２の
実施形態においては、チャンクの全てがメモリに送信される。
【００５１】
　第２の実施形態に従った方法は、図５に例示されている。クライアントは、インデック
スによって識別されない基本レイヤーおよび拡張レイヤーによって表されるチャンクｃｈ
１～ｃｈ１４を受信する。回復されたチャンクは、インデックスを用いて表される。ここ
で、クライアントは、より多くの情報を同時にダウンロードする機会を提供するビットレ
ートに関連付けられたチャンク３をリクエスト済である。クライアントは、利用可能な帯
域幅を使用して、基本レイヤーのチャンクとして当初受信された、チャンク１の第１の拡
張レイヤーのピースをリクエストしている。チャンク４をリクエストする際も同様である
。チャンク１および２の第２の拡張レイヤーがリクエストされる。チャンク５を用いて、
クライアントは、チャンク１の第３の拡張レイヤーをリクエストする。チャンク２の第３
の拡張レイヤーがリクエストされるチャンク６の場合も同様である。チャンク６の時点で
は、クライアントは、拡張レイヤー１および２を用いて全体のシーケンスの「アップグレ
ード」を受けることができ、拡張レイヤー３を用いて幾らかのチャンクがさらに改善され
る。さらに、やがて、チャンク３、５、６、７、８もまた、アップグレードされる。簡略
化のため、基本レイヤーおよび拡張レイヤーのチャンクをそれぞれ同じサイズで表す。
【００５２】
　第２の実施形態は、拡張レイヤー１が基本レイヤーに依存し、拡張レイヤー２が拡張レ
イヤー１に依存するなどの、ＳＶＣレイヤーの特定の構成を示している。代替的には、全
ての拡張レイヤーが基本レイヤーに依存する別のＳＶＣスキームを使用することができる
。これは勿論、フレキシビリティが低くなるが、発生する負荷が小さくなる。
【００５３】
　明細書、請求項、および図面において開示された参照内容は、独立して提供されること
も、適切な組み合わせにより提供されることもある。各特徴事項は、適宜、ハードウエア
、ソフトウエア、または、ハードウエアおよびソフトウエアを組み合わせた形態で実施さ
れる。
【００５４】
　本明細書において、「一実施形態」または「実施形態」と参照している場合、実施形態
に係る特定の特徴事項、構造、または特性が本発明の少なくとも一実施態様に含まれるこ



(12) JP 6016778 B2 2016.10.26

とを意味する。明細書の様々な箇所に存在する「一実施形態においては」という記載は、
必ずしも、全てが同一の実施形態について言及するものではなく、別個の実施形態または
代替的な実施形態が他の実施形態に対して相互に排他的であるものではない。
【００５５】
　各請求項に存在する参照符号は例示的な目的のためのものに過ぎず、請求の範囲に限定
的な影響を与えるものではない。

【図１】 【図２】
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【図５】
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